
外部経験から復帰後の異動の方針について

1 前任地から引き続き地域的異動を伴わずに外部経験をする場合

当該地の異動条件により異動

2地域的異動を伴って外部経験をする場合

（1） 民間企業研修又はシンクタンク等における研修

1年間の研修後，異動後の配属庁において残りの任期を勤務

（2） 上記以外の外部経験

外部経験後，希望すれば，引き続き同一地域の裁判所で2年間勤務可能

同一地域を希望しない場合は， 当該地の異動条件により異動

3外部経験先コース，地域が希望外となった場合'′

復帰後の異動について上記よりも有利に取り扱うことがある。ただし，外部経

験としての海外留学をした後，語学力を必要とする行政官庁や在外公館等での外

部経験をする場合は， この限りでない。

※勤務地別の異動条件（当面，外部経験の実施が予定されている地のうち，異

動条件の付されているもの）

東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広島，福岡（い

ずれも「最高裁指定庁」 ）

※留学は地域的異動を伴わないものとして扱う。ただし，留学からの帰国後

は，従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異動条件が付されたも

のとして扱う。

※在外公館，法整備支援の海外勤務は派遣地を「東京」 とみなす。

※同一地域には各管内支部を含み（仙台は古川支部，札幌は小樽支部及び岩見

沢支部に限る。 ） ， 「東京・横浜・さいたま・千葉」又は「大阪・京都・神

戸」はそれぞれ同一地域とみなす。
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